
災害時における被害情報等報告要領 

 

１ 目的 

  この要領は、災害時における被害情報等の報告について、適切な運用を図るため、必要な事項を次の

とおり定めるものとする。 

 

２ 用語の定義 

  本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「災害報告取扱要領（昭和

45 年 4 月 10 日付消防防第 246 号）」の定めるところによる。 

 

３ 報告基準 

（１）鳥取県地域防災計画別表「配備動員表」に示す警戒体制又は非常体制に該当するとき。 

（２）災害による被害等が発生し、県危機管理局が必要と認めるとき。 

（３）災害が発生するおそれがある場合で、県危機管理局又は各総合事務所（東部圏域においては東部地

域振興事務所）が必要と認めるとき。 

 

４ 報告時点 

（１）随時報告 

特に緊急性が高く、直ちに県危機管理局に報告すべき次に掲げる被害情報は、報告様式により随時

報告を行うとともに、その旨を県危機管理局へ電話（0857-26-7878）により報告するものとする。 

・市町村災害対策本部の設置 ・人的被害 ・住家被害 ・孤立集落の発生 

・その他社会的影響が大きいもの 

（２）定時報告 

被害情報は、災害時において、県危機管理局からの定時報告依頼に記載された時点で、定時報告を

行うものとする。なお、定時報告の時刻は、下記の時刻を基準として、発生の都度、県危機管理局が

設定する。 

   ・９時００分 ・１５時００分 

 

５ 報告手続 

（１）「３ 報告基準」に該当する災害が発生した場合は、県危機管理局は電子メール及び防災行政無線

ファクシミリにより、県関係課及び各市町村に対して、被害情報の報告を依頼するものとする。（県

各部局等防災主管課にも参考送付する。） 

（２）（１）の依頼を受けた県関係課及び各市町村は、県危機管理局に被害情報を報告するものとし、県

関係課は庁内ＬＡＮ（災害情報ＤＢ）、各市町村は被害情報等報告システムによるものとする。なお、

各市町村にあっては、被害がない場合でも定時報告するものとし、県関係課にあっては、被害があっ

た場合のみ定時報告するものとする。 

（３）県危機管理局は、（２）の報告を集計した場合、速やかに関係機関と被害情報を共有（手法は（２）

と同様）し、消防庁報告基準に該当する場合は、直ちに消防庁に報告するものとする。 



  なお、集計結果は、原則として報道機関へ提供するものとするが、状況に応じて要点を県ホームペー

ジに掲載すること等により代える場合もある。 

 

６ 被害情報の報告内容及び報告対象機関 

  被害情報の報告内容及び報告対象機関は別添１のとおりとする。また、被害情報の報告における関係

機関の連絡先は別添２のとおりとする。 

 

７ 報告様式 

被害情報の報告に用いる様式は次表のとおりとする。 

  ただし、被災状況により、「５ 報告手続」による報告ができない場合には、迅速性を最優先し、電話

等通信可能な方法による報告に代えることができるものとする。 

  ＜報告様式＞ 

被害項目 様式 

災害対策本部等の設置状況 様式第１号 

避難所開設状況及び避難者の状況 様式第２号 

避難情報等の発令状況 様式第３号 

人的被害の発生状況 様式第４号 

住家被害の発生状況 様式第５号 

非住家被害の発生状況 様式第６号 

孤立集落の発生状況 様式第７号 

上記以外の被害 任意様式 

 

８ 報告方法 

（１）県関係課 

県関係課は、庁内ＬＡＮ（災害情報ＤＢ）により、県危機管理局に対して被害情報の報告を行うも

のとし、資料添付場所は、その都度、県危機管理局が通知するものとする。 

（２）各市町村 

ア 各市町村は、被害情報等報告システムにより、県危機管理局に対して被害情報の報告を行うもの

とする。 

イ 各市町村は、システム障害その他の事由により被害情報等報告システムの利用ができないとき

は、アの規定にかかわらず、電子メールにより報告を行うものとする。この場合における被害情報

の報告先は、次表のとおりとする。 

市町村 
報告先 

メール（宛先） メール（cc） 

鳥取市、岩美町、若桜町、 

智頭町、八頭町 
県危機管理局 

saigaijouhou@pref.tottori.lg.jp 

東部地域振興事務所 

toubu_saigai@pref.tottori.lg.jp 

倉吉市、三朝町、湯梨浜町、 

琴浦町、北栄町 

中部総合事務所県民福祉局 

chubu_saigai@pref.tottori.lg.jp 



米子市、境港市、日吉津村、 

大山町、南部町、伯耆町 

西部総合事務所県民福祉局 

seibu_saigai@pref.tottori.lg.jp 

日南町、日野町、江府町 

西部総合事務所日野振興センター 

日野振興局 

hino_saigai@pref.tottori.lg.jp 

 

９ 報告に際しての留意事項 

（１）報告に当たっては、迅速性を最優先とし、可能な限り早く分かる範囲で記入して報告することと

し、定時報告においては報告期限を厳守すること。（確認がとれていない事項については、確認がと

れていない旨（「未確認等」）を記入して報告すれば足りること。） 

（２）各消防局が人的被害、住家被害、非住家被害及び孤立集落の発生について覚知したときは、原則、

災害発生現場が所在する市町村に情報提供することとし、情報提供を受けた市町村は、被害状況の確

認をした上で県危機管理局へ報告すること。 

（３）報告に当たっては、以下の参考資料に記載された内容を熟知の上、報告すること。 

＜参考資料＞ 

１ 災害報告取扱要領（昭和 45 年 4 月 10 日付消防防第 246 号） 

２ 災害報告取扱要領における人的被害の把握に係る運用（平成 24 年 3 月 9日消防応第 49 号） 

３ 火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号） 

 

 

附則 この要領は、平成３１年３月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和元年７月２５日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年５月１１日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年５月７日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年５月２０日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年１２月１０日から施行する。 

 

 


